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農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
四
条
の
二
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
第
八
十
五
条
第
十
一
項
」
を
「
第
百
二
十
条
の
六
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
（
第
百
二
十

条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
金
額
を
共
済
金
額
と
す
る
収
穫
共
済
（
以
下
特
定
収
穫
共
済
と
い
う
。
）
に
あ
つ

て
は
、
同
項
の
特
定
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
）
」
を
削
り
、
同
項
各
号
中
「
（
特
定
収
穫
共
済
に
あ
つ
て
は
、
当

該
特
定
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
二
十
条
の
六
第
十
一
項
」
を
「
第
百
二
十
条
の

六
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
四
中
「
第
百
二
十
条
の
十
四
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
号

」
に
、
「
第
百
二
十
条
の
十
四
第
二
項
の
畑
作
物
共
済
資
格
団
体
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
栽
培
又
は
養

蚕
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
同
項
第
八
号
の
農
業
共
済
資
格
団
体
及
び
第
百
二
十
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
団
体
」
に

改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
を
削
る
。
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第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
議
決
権
」
の
下
に
「
又
は
選
挙
権
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
以
下
法
人
等
」
を
「
以
下
「
法
人
等
」
」
に
、
「
定
款
の
」
を
「
定
款
及
び
共
済
規
程
又
は
保
険

規
程
の
」
に
、
「
定
款
作
成
委
員
」
を
「
「
定
款
等
作
成
委
員
」
」
に
改
め
、
「
事
項
」
の
下
に
「
及
び
共
済
掛
金
又
は
保
険

料
そ
の
他
共
済
規
程
又
は
保
険
規
程
作
成
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
定
款
作
成
委
員
」
を
「
定

款
等
作
成
委
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
定
款
作
成
委
員
が
定
款
」
を
「
定
款
等
作
成
委
員
が
定
款
及
び
共
済
規
程
又
は
保
険
規
程
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
定
款
作
成
委
員
」
を
「
定
款
等
作
成
委
員
」
に
、
「
定
款
の
」
を
「
定
款
及
び
共
済
規
程
又
は
保
険
規

程
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
定
款
」
の
下
に
「
及
び
共
済
規
程
又
は
保
険
規
程
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
関
す

る
」
の
下
に
「
定
款
の
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
議
決
権
」
の
下
に
「
又
は
選
挙
権
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五

項
ま
で
」
を
「
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
民
法
」
の
下
に
「
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
定
款
」
の
下
に
「
、
共
済
規
程
又
は
保
険
規
程
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
中
「
定
款
」
の
下
に
「
、
共
済
規
程
若
し
く
は
保
険
規
程
」
を
加
え
、
「
基
い
て
」
を
「
基
づ
い
て
」
に
、
「

且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
九
条
を
削
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
二
及
び
第
五
号
の
三
を
削
り
、
同
項
第
六
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

六

共
済
事
業
又
は
保
険
事
業
の
種
類

第
三
十
条
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
八
号
の
二
を
削
り
、
同
項
第
九
号
中
「
積
立
」
を
「
積

立
て
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
中
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中

「
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
二
章
第
二
節
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

第
三
十
条

農
業
共
済
組
合
は
、
共
済
規
程
を
も
つ
て
、
次
の
事
項
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

共
済
事
業
の
種
類
別
の
共
済
目
的
の
種
類
に
関
す
る
事
項

二

共
済
金
額
に
関
す
る
事
項

三

共
済
掛
金
及
び
事
務
費
に
関
す
る
事
項

四

共
済
責
任
に
関
す
る
事
項



- 4 -

五

損
害
評
価
会
に
関
す
る
事
項

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

農
業
共
済
組
合
連
合
会
は
、
保
険
規
程
を
も
つ
て
、
次
の
事
項
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
金
額
に
関
す
る
事
項

二

保
険
料
及
び
事
務
費
に
関
す
る
事
項

三

保
険
責
任
に
関
す
る
事
項

四

損
害
評
価
会
に
関
す
る
事
項

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

行
政
庁
は
、
模
範
共
済
規
程
例
又
は
模
範
保
険
規
程
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
基
い
て
」
を
「
基
づ
い
て
」
に
改
め
、
「
定
款
」
の
下
に
「
、
共
済
規
程
又
は
保
険
規
程
」

を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
定
款
」
の
下
に
「
、
共
済
規
程
又
は
保
険
規
程
」
を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
基
い
て
」
を
「
基
づ
い
て
」
に
、
「
又
は
定
款
」
を
「
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、
定
款
又
は
共
済
規
程
若
し
く
は
保
険
規
程
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

共
済
規
程
又
は
保
険
規
程
の
変
更

第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
定
款
の
変
更
」
を
「
定
款
又
は
共
済
規
程
若
し
く
は
保
険
規
程
の
変
更
（
軽
微
な
事
項
そ
の
他
の

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

農
業
共
済
団
体
は
、
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
定
款
又
は
共
済
規
程
若
し
く
は
保
険
規
程
の
変
更

を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
定
款
」
の
下
に
「
及
び
共
済
規
程
」
を
加
え
る
。

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
三
号
及
び
第

十
一
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
特
定
収
穫
共
済
」
を
「
第
百
二
十
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
を
共
済
金
額
と

す
る
収
穫
共
済
（
以
下
「
特
定
収
穫
共
済
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
施
設
園
芸
用
施
設
」
を
「
「
施
設
園
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芸
用
施
設
」
」
に
、
「
特
定
園
芸
施
設
」
を
「
「
特
定
園
芸
施
設
」
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
肉
牛
（
乳
牛
以
外
の
牛
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
」
を
削
り
、
「
定
款
」
を
「
共
済
規
程
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
定
款
」
を
「
共
済
規
程
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
附
帯
施
設
」
を
「
「
附
帯
施
設
」
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
施
設
内
農
作
物
」
を
「
「
施
設
内

農
作
物
」
」
に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
第
十
項
中
「
第
十
四
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
収
穫
共
済
以
外
の
収
穫
共
済
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
同
項
第
四
号
の
共
済
事
故
の
う
ち
果
実
の
品
質
の
低
下
を
共
済
事
故
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
八
十
五
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
を
削
る
。

第
八
十
五
条
の
三
第
四
項
中
「
乃
至
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
定
款
」
の
下
に
「
、
共
済
規
程
若
し

く
は
保
険
規
程
」
を
加
え
る
。

第
八
十
五
条
の
三
の
二
中
「
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
の
二
乃
至
第
七
号
及
び
第
八
号
の
二
乃
至
第
十
号
」
を
「
第
二
十
九

条
第
一
項
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
の
七
中
「
第
十
二
項
ま
で
」
を
「
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
定
款
」
を
「
共
済
規
程
」
に
改
め
、
「
及
び
第
十
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一
項
」
、
「
同
条
第
四
項
中
」
、
「
（
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
及
び
「
、
同
条
第
十
二
項
中

「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
五
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
「
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
五
条
の

七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
項
」
と
」
を
削
る
。

第
八
十
五
条
の
十
第
二
項
中
「
定
款
」
の
下
に
「
、
共
済
規
程
若
し
く
は
保
険
規
程
」
を
加
え
る
。

第
八
十
六
条
第
一
項
中
「
、
定
款
」
を
「
、
共
済
規
程
」
に
、
「
定
款
等
」
を
「
「
共
済
規
程
等
」
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
の
二
第
七
項
中
「
定
款
」
を
「
共
済
規
程
」
に
、
「
こ
え
な
い
」
を
「
超
え
な
い
」
に
、
「
財
産
差
押
」
を
「

財
産
差
押
え
」
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
第
二
項
中
「
果
樹
共
済
資
格
団
体
又
は
第
百
二
十
条
の
十
四
第
二
項
の
畑
作
物
共
済
資
格
団
体
」
を
「
第
十
五

条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
栽
培
若
し
く
は
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
栽
培
若
し
く
は
養
蚕
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
農

業
共
済
資
格
団
体
又
は
第
百
二
十
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
百
二
十
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
団
体
」
に
、
「
果
樹
共

済
資
格
団
体
等
と
」
を
「
「
果
樹
共
済
資
格
団
体
等
」
と
」
に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
、
第
九
十
六
条
の
二
及
び
第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。
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第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
責
」
を
「
責
め
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
因
つ
て
」
を
「
よ
つ
て
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
中
「
第
百
五
条
第
三
項
」
を
「
第
百
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
特
定
園
芸
施
設
等
」
を
「
「
特

定
園
芸
施
設
等
」
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
十
五
条
第
十
一
項
、
第
百
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
百
二
十
条
の
十

四
第
一
項
」
を
「
第
百
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
百
二
十
条
の
六
第
一
項
第
一
号
又
は
第
百
二
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
」

に
、
「
果
樹
又
は
農
作
物
」
を
「
農
作
物
又
は
果
樹
」
に
改
め
る
。

第
百
五
条
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
は
、
第
一
項
の
共
済
細
目
書
の
提
出
に
代
え
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
共
済
細
目
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組

合
員
は
、
当
該
共
済
細
目
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

前
項
前
段
の
電
磁
的
方
法
（
第
三
十
六
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
当
該

共
済
細
目
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
は
、
農
業
共
済
組
合
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の

記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
農
業
共
済
組
合
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
百
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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農
作
物
共
済
の
共
済
金
額
は
、
次
の
金
額
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で

定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

共
済
目
的
の
種
類
（
農
林
水
産
大
臣
が
特
定
の
共
済
目
的
の
種
類
に
つ
き
そ
の
種
類
た
る
農
作
物
の
品
種
、
栽
培
方
法

等
に
応
じ
て
区
分
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
共
済
目
的
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
め
た
区
分
。
以
下
「
農
作
物
共
済

の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
と
い
う
。
）
ご
と
及
び
農
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
た
る
農
作
物
の
耕
作
を
行
う
耕
地

ご
と
に
、
単
位
当
た
り
共
済
金
額
に
、
イ
の
数
量
に
ロ
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
量
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

イ

当
該
耕
地
の
当
該
農
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
第
百
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
基
準

収
穫
量

ロ

一
か
ら
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
共
済
規
程
等
で
定
め
ら
れ
る
割
合
を
差
し
引
い
て
得
た
割
合

二

農
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
組
合
員
等
ご
と
に
、
単
位
当
た
り
共
済
金
額
に
、
イ
の
数
量
に
ロ
の
割

合
を
乗
じ
て
得
た
数
量
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

イ

当
該
組
合
員
等
が
当
該
農
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
た
る
農
作
物
の
耕
作
を
行
う
耕
地
ご
と
の
当
該
農
作
物

共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
第
百
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
基
準
収
穫
量
の
合
計
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ロ

一
か
ら
第
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
共
済
規
程
等
で
定
め
ら
れ
る
割
合
を
差
し
引
い
て
得
た
割
合

三

農
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
組
合
員
等
ご
と
に
、
単
位
当
た
り
共
済
金
額
に
、
イ
の
数
量
に
ロ
の
割

合
を
乗
じ
て
得
た
数
量
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

イ

当
該
組
合
員
等
の
当
該
農
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
第
百
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る

基
準
収
穫
量
の
合
計

ロ

一
か
ら
第
百
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
共
済
規
程
等
で
定
め
ら
れ
る
割
合
を
差
し
引
い
て
得
た
割
合

第
百
六
条
第
六
項
中
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
項
並
び
に
第
三
項
」
を
「
前
項
各
号
」
に
、
「
定
款
等
」
を
「

共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
る
。

第
百
七
条
第
一
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
、
「
、
農
業
共
済
組
合
の
合
併
等
」
を
「
、
農
業
共
済
組
合
の
合

併
、
農
業
共
済
組
合
か
ら
の
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
申
出
に
係
る
市
町
村
の
共
済
事
業
の
開
始
（
二
以
上
の
農
業
共
済
組

合
か
ら
の
申
出
に
よ
る
場
合
又
は
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
が
、
従
前
の
実
施
区
域
の
ほ
か
、
農
業
共
済
組
合
か
ら
の
申
出
に

よ
り
新
た
な
実
施
区
域
に
つ
き
共
済
事
業
を
開
始
す
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
共
済
事
業
を
行
う
二
以
上
の
市
町
村
に
係
る
廃

置
分
合
（
以
下
「
農
業
共
済
組
合
の
合
併
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
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改
め
る
。

第
百
九
条
第
一
項
中
「
の
百
分
の
三
十
」
を
「
に
百
分
の
三
十
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
二

以
上
の
割
合
の
う
ち
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
量
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
と
を
定
款
等
で
定
め
た
共
済
目
的
の
種
類
に
係
る
」
を
削
り
、
「
の
百
分
の
二
十
」
を
「
に
百

分
の
二
十
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
二
以
上
の
割
合
の
う
ち
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
量
」
に
、
「
第
百
六
条
第
一
項
第
二
号
の
」
を
「
同
号
の
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
百
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
」
に
改

め
、
「
共
済
目
的
の
種
類
に
係
る
」
を
削
り
、
「
の
百
分
の
十
」
を
「
に
百
分
の
十
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
農
林
水
産

大
臣
が
定
め
る
二
以
上
の
割
合
の
う
ち
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で
定
め
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
数
量
」
に
、
「
そ
れ
ぞ
れ
第
百
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
同
号
」
に
改
め
る
。

第
百
十
条
の
二
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
第
一
項
中
「
乳
牛
の
雌
、
」
を
「
乳
牛
の
雌
等
（
乳
牛
の
雌
及
び
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
乳
牛
の
子
牛
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
」
に
、
「
乳
牛
の
雌
及
び
」
を
「
乳
牛
の
雌
等
及
び
」
に
、
「
肉
牛
の
胎
児
」
を
「
乳
牛
以
外
の
牛
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の
胎
児
」
に
、
「
以
下
包
括
共
済
対
象
家
畜
」
を
「
以
下
「
包
括
共
済
対
象
家
畜
」
」
に
、
「
肉
牛
の
子
牛
等
」
を
「
子
牛
等

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
肉
牛
の
」
を
削
る
。

第
百
十
一
条
の
六
第
一
項
中
「
、
馬
若
し
く
は
種
豚
で
第
八
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
又
は
馬
若
し
く
は
種
豚
で
第
八

十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
「
又
は
肉
牛
で
同
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
」
を
削
り
、
「
肉
牛
の
」
を
「
牛
若
し

く
は
牛
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
馬
若
し
く
は
」
を
「
又
は
馬
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
又
は
肉
牛
で
同
号
に
掲
げ

る
も
の
以
外
の
も
の
」
を
削
る
。

第
百
十
一
条
の
八
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
十
一
条
の
九

組
合
等
と
の
間
に
包
括
共
済
関
係
の
存
す
る
者
は
、
当
該
組
合
等
が
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

子
牛
等
を
そ
の
家
畜
共
済
に
お
い
て
そ
の
共
済
目
的
と
し
て
い
る
と
き
は
、
包
括
共
済
対
象
家
畜
の
種
類
ご
と
及
び
共
済
掛

金
期
間
ご
と
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
組
合
等
に
対
し
、
子
牛
等
を
共
済
目
的
と
し
な
い
旨
の

申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
包
括
共
済
関
係
に
お
い
て
は
、
当
該
申
出
に
係
る
共
済
掛
金
期
間
内
は
、
第
八
十

四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
申
出
に
係
る
子
牛
等
を
共
済
目
的
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。
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第
百
十
二
条
第
一
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
、
「
定
が
」
を
「
定
め
が
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但

し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
の
二
並
び
に
第
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
乳
牛
の
雌
、
種
雄
馬
以
外
の
馬
及
び
種
豚

に
係
る
包
括
共
済
関
係
並
び
に
」
を
「
乳
牛
の
雌
等
及
び
」
に
改
め
、
「
肉
牛
の
」
を
削
り
、
「
係
る
も
の
」
の
下
に
「
並
び

に
種
雄
馬
以
外
の
馬
及
び
種
豚
に
係
る
包
括
共
済
関
係
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
肉
用
牛
等
」
を
「
乳
牛
の
雌
等
及
び
肉

用
牛
等
」
に
改
め
、
「
肉
牛
の
」
を
削
り
、
「
あ
つ
て
は
、
」
の
下
に
「
包
括
共
済
対
象
家
畜
の
種
類
ご
と
及
び
」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
項
第
二
号
イ
の
牛
（
そ
の
共
済
掛
金
期
間
中
に
、
同
号
に
規
定
す
る
包
括
共
済
関
係
に
係
る
牛
の
胎
児
で
あ
つ
た
こ

と
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
号
ロ
の
牛
の
胎
児
及
び
同
項
第
三
号
の
肉
豚
の
価
額
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
組
合
等
が
定
め
る
金
額
と
す
る
。

第
百
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
る
。

第
百
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
診
療
技
術
料
等
」
を
「
「
診
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療
技
術
料
等
」
」
に
、
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
以
下
家
畜
異
常
事
故
」
を
「
以
下
「
家

畜
異
常
事
故
」
」
に
、
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
各
号
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に

改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
多
種
包
括
共
済
」
を
「
「
多
種
包
括
共
済
」
」
に
改
め
、
「
時
」
の
下
に
「
（
そ
の
共
済
掛
金
期
間

開
始
の
後
第
百
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
金
額
の
増
額
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
増
額
が
効
力
を
生
じ

た
時
）
」
を
加
え
、
「
第
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
」
を
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
各
号
中

「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
疾
病
又
は
傷
害
に
よ
り
支
払
う
共
済
金
は
、
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
定
款
等
」

を
「
共
済
規
程
等
」
に
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
「
（
収
穫
共
済
に
あ
つ
て
は
」
の
下
に
「
第
百
二

十
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
」
を
加
え
、
「
（
特
定
収
穫
共
済
に
あ
つ
て
は
、
第
百
二
十
条
の
六
第
三
項
の
特
定
収
穫
共
済
の

共
済
目
的
の
種
類
ご
と
）
」
を
削
り
、
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
三
の
二
第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
を
「
第
一
項
本
文
又
は
前
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
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を
加
え
る
。

農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
果
樹
共
済
資
格
者
は
、
第
百
二
十
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
収
穫
共
済
に
つ
い
て
、
第

百
二
十
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
組
合
等
に
対
し
、
第
八
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
共
済
事
故
の
う
ち
品
質
の
低
下
を
共
済
事
故
と
し
な
い
旨
の
申
出
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
二
十
条
の
四
及
び
第
百
二
十
条
の
五
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
六
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

収
穫
共
済
の
共
済
金
額
は
、
次
の
金
額
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で
定

め
る
も
の
と
す
る
。

一

収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
（
農
林
水
産
大
臣
が
特
定
の
共
済
目
的
の
種
類
に
つ
き
そ
の
種
類
た
る
果
樹
の
品
種
、

栽
培
方
法
等
に
応
じ
て
区
分
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
共
済
目
的
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
め
た
区
分
。
以
下
「
収

穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
と
い
う
。
）
ご
と
及
び
農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
果
樹
共
済
資
格
者
ご
と
に
、
そ

の
者
が
、
共
済
規
程
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
準
収
穫
金
額
（
果
実
の
単
位
当
た
り
価
額
に
、
そ
の
者
が
当
該
収
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穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
た
る
果
樹
の
栽
培
を
行
う
樹
園
地
ご
と
の
当
該
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る

標
準
収
穫
量
の
合
計
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
共
済
規
程
等
で

定
め
る
最
低
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
下
ら
ず
、
標
準
収
穫
金
額
の
百
分
の
七
十
（
第
百
二
十
条
の
三
の
二
第
三
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
共
済
関
係
に
係
る
収
穫
共
済
の
う
ち
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
七
十

を
下
ら
ず
百
分
の
八
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
割
合
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

、
申
し
出
た
金
額

二

収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
果
樹
共
済
資
格
者
ご
と
に
、
そ
の
者
が
、

共
済
規
程
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
準
収
穫
金
額
（
果
実
の
単
位
当
た
り
価
額
に
、
そ
の
者
の
当
該
収
穫
共
済
の

共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
標
準
収
穫
量
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
共
済
規
程
等
で
定
め
る
最
低
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
下
ら
ず
、
標
準
収
穫
金
額
の
百
分
の
七
十
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
、
申
し
出
た
金
額

三

収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
果
樹
共
済
資
格
者
ご
と
に
、
そ
の
者
が
、

共
済
規
程
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
準
生
産
金
額
に
共
済
規
程
等
で
定
め
る
最
低
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
下
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ら
ず
、
特
定
収
穫
共
済
限
度
額
（
基
準
生
産
金
額
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
、
申
し
出
た
金
額

第
百
二
十
条
の
六
第
七
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
一

項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
号
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第
三
項
」
を

「
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
特
定
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
」
を
「
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
に
改
め
、
「
の

生
産
金
額
」
の
下
に
「
（
当
該
果
実
に
係
る
収
入
金
額
で
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
第
百
二
十
条
の
八
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
中
「
第
一
項
、
第
二
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第

二
号
、
第
二
項
並
び
に
第
三
項
」
に
、
「
第
一
項
中
「
定
款
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
定
款
等
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
の
細
区
分
ご
と
に
」
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
標
準

収
穫
金
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
標
準
収
穫
金
額
（
当
該
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
の
細
区
分
ご
と
に
、
」
」
に
、
「
第

二
項
中
「
定
款
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
定
款
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
収
穫
共
済
の
共
済
目

的
の
種
類
等
の
細
区
分
ご
と
に
」
と
、
「
そ
の
者
の
当
該
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
の
当
該

細
区
分
」
と
、
「
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
合
計
額
」
と
、
第
七
項
及
び
第
八
項
」
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を
「
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
樹
体
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
を
「
「
樹
体
共
済
の
共
済
目

的
の
種
類
等
」
」
に
、
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
、
「
こ
え
な
い
」
を
「
超
え
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中

「
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
十
一
項
」
を
「
第
一
項
各
号
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を

削
る
。

第
百
二
十
条
の
七
第
一
項
中
「
第
八
十
五
条
第
十
一
項
（
第
八
十
五
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「

第
百
二
十
条
の
三
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
特
定
収
穫
共
済
に
あ
つ
て
は
、
特
定
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
及

び
組
合
等
の
区
域
ご
と
）
」
を
削
り
、
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
特
定
収
穫
共
済
に
あ

つ
て
は
、
特
定
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
）
」
及
び
「
（
特
定
収
穫
共
済
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
収
穫
共
済
の
共
済
目

的
の
種
類
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
（
特
定
収
穫
共
済
に
あ
つ
て
は
、
特
定
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
及
び

組
合
等
の
区
域
ご
と
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
（
特
定
収
穫
共
済
に
あ
つ
て
は
、
特
定
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類

ご
と
及
び
組
合
等
の
区
域
ご
と
）
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
に
お
い
て
被
害
率
」
を
「
に
お
い
て
「
被
害
率
」
」
に
、
「

以
下
収
穫
通
常
標
準
被
害
率
」
を
「
以
下
「
収
穫
通
常
標
準
被
害
率
」
」
に
、
「
収
穫
通
常
共
済
掛
金
標
準
率
」
を
「
「
収
穫

通
常
共
済
掛
金
標
準
率
」
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
収
穫
異
常
共
済
掛
金
標
準
率
」
を
「
「
収
穫
異
常
共
済
掛
金
標
準
率
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」
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
（
特
定
収
穫
共
済
に
あ
つ
て
は
、
特
定
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
及
び
組
合
等
の

区
域
ご
と
）
」
を
削
り
、
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び
第
九
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規

程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
八
第
一
項
中
「
第
百
二
十
条
の
三
の
二
第
二
項
」
を
「
第
百
二
十
条
の
三
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
第
百
二
十
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
」
を
「
第
百
二
十
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
」
を
「
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
第
百
二
十
条
の
六
第
八
項
」
を
「
第
百
二
十
条
の
六
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
百
二
十
条
の
六
第
十
項

」
を
「
第
百
二
十
条
の
六
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
九
第
一
号
中
「
（
特
定
収
穫
共
済
に
あ
つ
て
は
、
特
定
の
特
定
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
に
係
る
果
樹

）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
十
二
第
一
項
中
「
次
項
に
お
い
て
対
象
農
作
物
等
」
を
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
農
作
物
等
」
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
百
二
十
条
の
十
四
第
一
項
の
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
を
「
共
済
目
的
の
種
類
（
農

林
水
産
大
臣
が
特
定
の
共
済
目
的
の
種
類
（
農
作
物
に
限
る
。
）
に
つ
き
品
種
、
栽
培
方
法
等
に
応
じ
て
区
分
を
定
め
た
と
き
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又
は
蚕
繭
に
つ
き
春
蚕
繭
、
初
秋
蚕
繭
及
び
晩
秋
蚕
繭
の
区
分
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
共
済
目
的
の
種
類
に
つ
い
て
は

、
そ
の
定
め
た
区
分
。
以
下
「
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

組
合
等
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
共
済
規
程
等
で
対
象
農
作
物
等
に
つ
き
共
済
目
的
の
種
類
に
応
じ
て

区
分
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
対
象
農
作
物
等
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
す
べ
て
の
種
類

の
対
象
農
作
物
等
に
つ
い
て
同
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
区
分
ご
と
に
、
当
該
区
分
に
係
る

対
象
農
作
物
等
の
す
べ
て
に
つ
い
て
前
項
」
と
す
る
。

第
百
二
十
条
の
十
四
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

畑
作
物
共
済
の
共
済
金
額
は
、
農
作
物
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
で
あ
つ
て
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で
定
め
る
も
の
と
し
、
蚕
繭
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
三
号
に

掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

一

畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
畑
作
物
共
済
資
格
者
ご
と
に
、
単
位
当

た
り
共
済
金
額
に
、
そ
の
者
が
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
た
る
農
作
物
の
耕
作
を
行
う
耕
地
ご
と
の
当
該
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畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
基
準
収
穫
量
の
合
計
の
百
分
の
七
十
（
大
豆
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
農
作
物

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
八
十
）
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

二

畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
畑
作
物
共
済
資
格
者
ご
と
に
、
単
位
当

た
り
共
済
金
額
に
、
そ
の
者
の
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
基
準
収
穫
量
の
合
計
の
百
分
の
八
十
（

て
ん
菜
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
農
作
物
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
九
十
）
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

三

畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
畑
作
物
共
済
資
格
者
ご
と
に
、
単
位
当

た
り
共
済
金
額
に
、
そ
の
者
の
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
基
準
収
繭
量
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す

る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

第
百
二
十
条
の
十
四
第
六
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
前
項
各
号
」
に
、
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め

、
同
条
第
八
項
中
「
第
一
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
」
に
、
「
第
一
項
中
「
特
定
の
共
済
目
的
の
種

類
（
農
作
物
に
限
る
。
）
に
つ
き
品
種
、
栽
培
方
法
等
に
応
じ
て
区
分
を
定
め
た
と
き
又
は
蚕
繭
に
つ
き
春
蚕
繭
、
初
秋
蚕
繭

及
び
晩
秋
蚕
繭
の
区
分
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
共
済
目
的
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
め
た
区
分
。
以
下
畑
作
物
共

済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
と
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
」
を
「
同
号
中
「
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
」
と
あ
る
の
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は
「
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
（
農
林
水
産
大
臣
が
」
に
、
「
蚕
繭
に
係
る
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
蚕
期
に
応

じ
た
区
分
と
い
う
」
と
、
同
項
第
三
号
及
び
第
六
項
」
を
「
「
蚕
繭
に
係
る
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
蚕
期
に
応
じ
た
区
分

」
と
い
う
。
）
ご
と
」
と
、
「
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
蚕
繭
に
係
る
畑
作
物
共
済
の

共
済
目
的
の
蚕
期
に
応
じ
た
区
分
」
と
、
同
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
る
。

第
百
二
十
条
の
十
五
第
一
項
中
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
、
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に

改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

組
合
等
は
、
次
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
畑
作
物
共
済
以
外
の
畑
作
物
共
済
に
つ
い
て
は
、
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的

の
種
類
等
ご
と
及
び
組
合
員
等
ご
と
に
、
当
該
組
合
員
等
が
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
た
る
農
作
物
の
耕
作

を
行
う
耕
地
ご
と
の
共
済
事
故
に
よ
る
共
済
目
的
の
減
収
量
（
そ
の
耕
地
の
第
百
二
十
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
る
基
準
収
穫
量
か
ら
第
九
十
八
条
の
二
の
準
則
に
従
い
認
定
さ
れ
た
そ
の
年
に
お
け
る
そ
の
耕
地
の
収
穫
量
を
差
し

引
い
て
得
た
数
量
を
い
う
も
の
と
し
、
次
条
第
一
号
の
発
芽
期
又
は
移
植
期
に
お
い
て
共
済
事
故
に
よ
り
発
芽
し
な
か
つ
た
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こ
と
又
は
移
植
で
き
な
か
つ
た
こ
と
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
由
の
あ
る
耕
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
差
し
引
い
て

得
た
数
量
を
、
実
損
害
額
を
勘
案
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
調
整
し
て
得
た
数
量
を
い
う
も
の
と
す
る
。

）
の
合
計
が
当
該
耕
地
ご
と
の
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
当
該
基
準
収
穫
量
の
合
計
の
百
分
の
三
十

（
大
豆
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
農
作
物
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
十
）
を
超
え
た
場
合
に
、
第
百
二
十
条
の
十
四
第
一
項
第

一
号
の
単
位
当
た
り
共
済
金
額
に
、
そ
の
超
え
た
部
分
の
数
量
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
共

済
金
と
し
て
当
該
組
合
員
等
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

組
合
等
は
、
第
百
二
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
共
済
金
額
と
す
る
畑
作
物
共
済
に
つ
い
て
は
、
畑
作

物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
組
合
員
等
ご
と
に
、
共
済
事
故
に
よ
る
共
済
目
的
の
減
収
量
（
当
該
組
合
員
等
の

当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
基
準
収
穫
量
の
合
計
か
ら
第
九

十
八
条
の
二
の
準
則
に
従
い
認
定
さ
れ
た
そ
の
年
に
お
け
る
当
該
組
合
員
等
の
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に

係
る
農
作
物
の
収
穫
量
（
て
ん
菜
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
農
作
物
に
係
る
畑
作
物
共
済
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
年
に
お
け
る
当

該
組
合
員
等
の
収
穫
に
係
る
当
該
農
作
物
の
糖
度
に
応
じ
当
該
収
穫
量
に
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
調

整
を
加
え
て
得
た
数
量
）
を
差
し
引
い
て
得
た
数
量
を
い
う
も
の
と
し
、
次
条
第
一
号
の
発
芽
期
又
は
移
植
期
に
お
い
て
共
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済
事
故
に
よ
り
発
芽
し
な
か
つ
た
こ
と
又
は
移
植
で
き
な
か
つ
た
こ
と
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
由
の
あ
る
耕
地

に
つ
い
て
は
、
そ
の
差
し
引
い
て
得
た
数
量
を
、
実
損
害
額
を
勘
案
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
調
整
し
て

得
た
数
量
を
い
う
も
の
と
す
る
。
）
が
当
該
組
合
員
等
の
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
当
該
基
準
収
穫

量
の
合
計
の
百
分
の
二
十
（
て
ん
菜
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
農
作
物
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
十
）
を
超
え
た
場
合
に
、
第
百

二
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
の
単
位
当
た
り
共
済
金
額
に
、
そ
の
超
え
た
部
分
の
数
量
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金

額
に
相
当
す
る
金
額
を
共
済
金
と
し
て
当
該
組
合
員
等
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

第
百
二
十
条
の
十
六
第
三
項
中
「
第
百
二
十
条
の
十
四
第
八
項
」
を
「
第
百
二
十
条
の
十
四
第
四
項
」
に
、
「
第
一
項
」
を

「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

組
合
等
は
、
蚕
繭
に
係
る
畑
作
物
共
済
に
つ
い
て
は
、
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
組
合
員
等
ご
と
に

、
共
済
事
故
に
よ
る
共
済
目
的
の
減
収
量
（
当
該
組
合
員
等
の
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
第
百
二
十

条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
基
準
収
繭
量
か
ら
第
九
十
八
条
の
二
の
準
則
に
従
い
認
定
さ
れ
た
そ
の
年
に

お
け
る
当
該
組
合
員
等
の
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
収
繭
量
を
差
し
引
い
て
得
た
数
量
を
い
う
も
の

と
し
、
共
済
事
故
に
よ
る
蚕
種
の
掃
立
て
不
能
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
差
し
引
い
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て
得
た
数
量
を
、
実
損
害
額
を
勘
案
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
調
整
し
て
得
た
数
量
を
い
う
も
の
と
す
る

。
）
が
当
該
組
合
員
等
の
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
当
該
基
準
収
繭
量
の
百
分
の
二
十
を
超
え
た
場

合
に
、
第
百
二
十
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
の
単
位
当
た
り
共
済
金
額
に
、
そ
の
超
え
た
部
分
の
数
量
に
相
当
す
る
数
を
乗

じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
共
済
金
と
し
て
当
該
組
合
員
等
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

第
百
二
十
条
の
十
七
中
「
第
百
二
十
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
共
済
目
的
の
種
類
」
を
「
農
作
物
」

に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
十
八
中
「
当
該
収
穫
物
又
は
蚕
繭
」
を
「
当
該
収
穫
物
若
し
く
は
蚕
繭
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
二
十
一
及
び
第
百
二
十
条
の
二
十
二
第
一
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
施
設
区
分
」
を
「
「
施
設
区
分
」
」
に
、
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
二
十
四
第
二
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
農
作
物
通
常
責
任
共
済
金
額
」
を
「
「
農
作
物
通
常
責
任
共
済
金
額
」
」
に
、
「
農

作
物
異
常
責
任
保
険
金
額
」
を
「
「
農
作
物
異
常
責
任
保
険
金
額
」
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
農
作
物
通
常
責
任
保
険
歩
合
」
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を
「
「
農
作
物
通
常
責
任
保
険
歩
合
」
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
二
イ
中
「
収
穫
通
常
責
任
共
済
金
額
」
を
「
「
収
穫
通
常

責
任
共
済
金
額
」
」
に
、
「
収
穫
異
常
責
任
共
済
金
額
」
を
「
「
収
穫
異
常
責
任
共
済
金
額
」
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
収
穫

責
任
保
険
歩
合
」
を
「
「
収
穫
責
任
保
険
歩
合
」
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
三
イ
中
「
樹
体
通
常
責
任
共
済
金
額
」
を
「
「

樹
体
通
常
責
任
共
済
金
額
」
」
に
、
「
樹
体
異
常
責
任
共
済
金
額
」
を
「
「
樹
体
異
常
責
任
共
済
金
額
」
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
樹
体
責
任
保
険
歩
合
」
を
「
「
樹
体
責
任
保
険
歩
合
」
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
同
条
第
二
項
中
「
定
款
」
を
「
保

険
規
程
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
四
条
第
三
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
第
百
十
二
条
第
二
項
但
書
」
を
「
第
百
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書

」
に
、
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
第
三
項
中
「
（
疾
病
又
は
傷
害
に
よ
り
支
払
う
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
第
百
十
六
条
第
一
項
但
書

」
を
「
第
百
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
同
項
但
書
」
を
「
同
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
七
条
中
「
定
款
」
を
「
保
険
規
程
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
九
条
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
責
」
を
「
責
め
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
定
款
等
」
を

「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
因
つ
て
」
を
「
よ
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
払
込
」
を
「
払
込
み
」
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に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
因
つ
て
」
を
「
よ
つ
て
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
六
条
第
三
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
第
百
十
二
条
第
二
項
但
書
」
を
「
第
百
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書

」
に
、
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
七
条
の
二
及
び
第
百
四
十
条
第
一
号
中
「
定
款
」
を
「
保
険
規
程
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
の
六
第
二
項
及
び
第
六
項
第
一
号
中
「
定
款
」
を
「
共
済
規
程
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
の
七
第
三
項
中
「
（
疾
病
又
は
傷
害
に
よ
り
支
払
う
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
百
四
十
二
条
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
、
「
定
款
」
」
を
「
共
済
規
程
」
」
に
改
め
、
「
農
業
共
済
組
合
連

合
会
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
組
合
」
と
」
の
下
に
「
、
「
保
険
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
共
済
規
程
」
と
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
二
条
の
二
中
「
又
は
定
款
等
」
を
「
、
定
款
又
は
共
済
規
程
等
若
し
く
は
保
険
規
程
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
二
条
の
四
中
「
基
い
て
」
を
「
基
づ
い
て
」
に
、
「
又
は
定
款
」
を
「
、
定
款
又
は
共
済
規
程
若
し
く
は
保
険
規

程
」
に
、
「
疑
」
を
「
疑
い
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
二
条
の
五
第
一
項
中
「
又
は
定
款
」
を
「
、
定
款
又
は
共
済
規
程
若
し
く
は
保
険
規
程
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
又
は
保
険
規
程
」
に
改
め
る
。
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第
百
四
十
五
条
の
三
中
「
及
び
第
十
一
項
」
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
及
び
「
、
第
百
六
条
第
二
項
、
第
百
二
十
条
の
六
第

二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
条
の
十
四
第
二
項
」
を
削
り
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
七
条
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
の
二

第
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

第
百
五
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
三
の
二

農
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
共
済
規

程
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
風
水
害
、
干
害
、
冷
害
、
雪
害
そ
の
他
気
象
上
の
原
因
（
地
震
及
び
噴
火
を
含
む
。
）
に

よ
る
災
害
、
火
災
、
病
虫
害
及
び
鳥
獣
害
に
よ
る
農
作
物
の
減
収
又
は
品
質
の
低
下
を
伴
う
生
産
金
額
の
減
少
を
農
作
物
共

済
の
共
済
事
故
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
五
十
条
の
三
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
、
「
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
済

目
的
の
種
類
」
を
「
農
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
に
、
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
、
「
基
準
生
産
金
額
の

百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
特
定
農
作
物
共
済
限
度
額
と
い
う
。
）
」
を
「
特
定
農
作
物
共
済
限
度
額
（
基
準
生
産

金
額
に
、
百
分
の
九
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
二
以
上
の
割
合
の
う
ち
農
林
水
産
省
令
で
定



- 29 -

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
共
済
目
的
の
種
類
」
を
「
農
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
三
の
四
中
「
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、
「
共
済
目
的
の
種
類
」
を
「
農
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」

に
、
「
第
百
五
十
条
の
三
の
二
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
条
の
三
の
二
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
三
の
五
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
農
作
物
共
済
に
つ
い
て
の
第
八
十
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
八
十
五
条
第
四

項
、
第
百
六
条
第
一
項
、
第
百
三
十
七
条
第
一
号
及
び
第
百
四
十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
八
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
鳥
獣
害
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
害
に
よ
る
農
作
物
の
減
収
又
は
品
質
の
低
下
を
伴
う
生
産

金
額
の
減
少
」
と
、
第
八
十
五
条
第
四
項
中
「
成
立
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
成
立
す
る
第
百
五
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
農
作
物
共
済
以
外
の
」
と
、
第
百
六
条
第
一
項
中
「
次
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
次
の
金
額
及
び
第
百
五
十
条
の
三

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
金
額
」
と
、
第
百
三
十
七
条
第
一
号
及
び
第
百
四
十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
差
し
引
い
て

得
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
差
し
引
い
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
が
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
金
額
）
」
と
す
る
。
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第
百
五
十
条
の
五
を
削
る
。

第
百
五
十
条
の
四
中
「
以
下
農
作
物
収
穫
皆
無
耕
地
」
を
「
以
下
「
農
作
物
収
穫
皆
無
耕
地
」
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
に

掲
げ
る
金
額
」
の
下
に
「
に
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
共
済
規
程
等
で
定
め
ら
れ
る
割
合
に
応
じ
て
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
、
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
又
は
第
三
号
」
に
改
め

、
同
条
を
第
百
五
十
条
の
五
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
三
の
六
第
一
項
中
「
第
百
六
条
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
」
を
「
農
作
物
共
済
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第

百
五
十
条
の
四
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
五
の
二
及
び
第
百
五
十
条
の
五
の
八
第
一
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
五
の
九
第
二
項
中
「
第
百
十
四
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
百
十
四
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
五
の
十
第
一
項
中
「
定
款
等
」
を
「
共
済
規
程
等
」
に
改
め
、
「
得
た
額
」
の
下
に
「
（
そ
の
額
が
、
組
合

員
等
ご
と
及
び
共
済
掛
金
期
間
ご
と
に
、
共
済
金
額
に
応
じ
及
び
第
百
十
五
条
第
二
項
の
地
域
別
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
区
分
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
額
）
」
を
加
え

、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
十
四
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
百
十
四
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。
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第
百
五
十
条
の
五
の
十
二
中
「
第
百
五
条
第
三
項
」
を
「
第
百
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
百
五
十
条
の
五
の
十
三

収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で
定
め
た
と
き
は
、
第
百
二
十
条
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
金

額
の
ほ
か
、
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
た
る
果
樹
の
栽
培
を
行
う
樹
園

地
ご
と
に
、
農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
果
樹
共
済
資
格
者
が
、
共
済
規
程
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
準
収
穫
金

額
（
果
実
の
単
位
当
た
り
価
額
に
、
当
該
樹
園
地
の
当
該
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
標
準
収
穫
量
に
相
当
す

る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
共
済
規
程
等
で
定
め
る
最
低
割
合
を
乗
じ
て
得
た

金
額
を
下
ら
ず
、
標
準
収
穫
金
額
の
百
分
の
六
十
（
第
百
二
十
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
共
済
関
係
に

係
る
収
穫
共
済
の
う
ち
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
を
下
ら
ず
百
分
の
七
十
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
割
合
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
申
し
出
た
金
額
を
収
穫
共
済
の
共
済
金

額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
果
実
の
単
位
当
た
り
価
額
は
、
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
地
域
ご
と

に
、
過
去
一
定
年
間
に
お
け
る
果
実
の
平
均
価
格
を
基
礎
と
し
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
金
額
と
す
る
。
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第
一
項
の
標
準
収
穫
量
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
準
則
に
従
い
組
合
等
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項
の
最
低
割
合
の
基
準
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
。

第
百
二
十
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
細
区
分
が
定
め
ら
れ
た
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
つ
い
て
の
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
標
準
収
穫
金
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
標
準
収
穫
金
額
（
当
該
収
穫

共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
の
細
区
分
ご
と
に
、
」
と
、
「
当
該
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

細
区
分
」
と
、
「
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
合
計
額
」
と
、
第
二
項
中
「
収
穫
共

済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
」
と
あ
る
の
は
「
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
の
細
区
分
」
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
五
の
十
四

組
合
等
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
金
額
を
共
済
金
額
と
す
る
収
穫
共
済
に
つ

い
て
は
、
第
百
二
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
収
穫
共
済
の
共

済
目
的
の
種
類
等
た
る
果
樹
の
栽
培
を
行
う
樹
園
地
ご
と
に
、
共
済
事
故
に
よ
る
共
済
目
的
の
減
収
量
（
そ
の
樹
園
地
の
基

準
収
穫
量
か
ら
第
九
十
八
条
の
二
の
準
則
に
従
い
認
定
さ
れ
た
そ
の
年
に
お
け
る
そ
の
樹
園
地
の
収
穫
量
を
差
し
引
い
て
得

た
数
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
基
準
収
穫
量
の
百
分
の
四
十
（
第
百
二
十
条
の
三
の
二
第
三
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
共
済
関
係
に
係
る
収
穫
共
済
の
う
ち
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
三
十
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を
下
ら
ず
百
分
の
四
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
割
合
）
を
超
え
た
場
合
に
、
共
済
金
額
に

、
そ
の
減
収
量
の
そ
の
基
準
収
穫
量
に
対
す
る
割
合
に
応
じ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す

る
金
額
を
共
済
金
と
し
て
当
該
組
合
員
等
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

前
項
の
基
準
収
穫
量
は
、
組
合
等
が
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
標
準
収
穫
量
に
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る

方
法
に
よ
り
一
定
の
調
整
を
加
え
て
得
た
数
量
と
す
る
。

第
百
二
十
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
細
区
分
が
定
め
ら
れ
た
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
つ
い
て
の
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
共
済
目
的
の
減
収
量
」
と
あ
る
の
は
「
共
済
目
的
の
減
収
金
額
」
と
、
「
基
準
収

穫
量
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
の
細
区
分
ご
と
の
基
準
収
穫
金
額
（
当
該
細
区
分
に
係

る
果
実
の
単
位
当
た
り
価
額
に
、
当
該
樹
園
地
の
当
該
細
区
分
に
係
る
基
準
収
穫
量
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
か
ら
そ
の
樹
園
地
の
当
該
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
の
細
区
分

ご
と
の
収
穫
金
額
（
当
該
細
区
分
に
係
る
果
実
の
単
位
当
た
り
価
額
に
、
」
と
、
「
そ
の
樹
園
地
の
収
穫
量
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
樹
園
地
の
当
該
細
区
分
に
係
る
果
実
の
収
穫
量
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
い
う
。
）
の
合
計
額
」
と
、

「
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
金
額
」
と
、
「
基
準
収
穫
量
の
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
収
穫
金
額
の
合
計
額
の
」
と
、
「
減
収
量
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の
」
と
あ
る
の
は
「
減
収
金
額
の
」
と
、
「
基
準
収
穫
量
に
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
収
穫
金
額
の
合
計
額
に
」
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
（
農
作
物
に
限
る
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で
定
め
た
と
き
は
、
第
百
二
十
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
及
び

第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
ほ
か
、
次
の
金
額
を
畑
作
物
共
済
の
共
済
金
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
た
る
農
作
物
の
耕
作
を
行
う
耕
地

ご
と
に
、
単
位
当
た
り
共
済
金
額
に
、
当
該
耕
地
の
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
基
準
収
穫
量
の
百

分
の
六
十
（
政
令
で
定
め
る
農
作
物
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
七
十
）
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

二

畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
畑
作
物
共
済
資
格
者
ご
と
に
、
そ
の
者

が
、
共
済
規
程
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
準
生
産
金
額
に
共
済
規
程
等
で
定
め
る
最
低
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
下
ら
ず
、
特
定
畑
作
物
共
済
限
度
額
（
基
準
生
産
金
額
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
申
し
出
た
金
額

前
項
第
一
号
の
単
位
当
た
り
共
済
金
額
は
、
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
地
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域
ご
と
に
、
当
該
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
収
穫
物
の
単
位
当
た
り
価
格
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
し
て

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
二
以
上
の
金
額
に
つ
き
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で
定

め
る
金
額
と
す
る
。

第
一
項
第
一
号
の
基
準
収
穫
量
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
準
則
に
従
い
組
合
等
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
六
第
五
項
中
「
第
一
項
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
共
済
目
的
の
種
類
」
を
「
畑
作
物
共
済
の
共
済
目

的
の
種
類
等
」
に
改
め
、
「
の
生
産
金
額
」
の
下
に
「
（
当
該
農
作
物
に
係
る
収
入
金
額
で
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を

含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
を
削
る
。

第
百
五
十
条
の
七
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
共
済
目
的
の
種
類
」
を
「
畑
作
物
共
済
の
共
済

目
的
の
種
類
等
」
に
改
め
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

組
合
等
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
共
済
金
額
と
す
る
畑
作
物
共
済
に
つ
い
て
は
、
第
百
二
十
条
の
十
六

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
及
び
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
た
る

農
作
物
の
耕
作
を
行
う
耕
地
ご
と
に
、
共
済
事
故
に
よ
る
共
済
目
的
の
減
収
量
（
そ
の
耕
地
の
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
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定
め
ら
れ
る
基
準
収
穫
量
か
ら
第
九
十
八
条
の
二
の
準
則
に
従
い
認
定
さ
れ
た
そ
の
年
に
お
け
る
そ
の
耕
地
の
収
穫
量
を
差

し
引
い
て
得
た
数
量
を
い
う
も
の
と
し
、
第
百
二
十
条
の
十
七
第
一
号
の
発
芽
期
又
は
移
植
期
に
お
い
て
共
済
事
故
に
よ
り

発
芽
し
な
か
つ
た
こ
と
又
は
移
植
で
き
な
か
つ
た
こ
と
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
由
の
あ
る
耕
地
に
つ
い
て
は
、

そ
の
差
し
引
い
て
得
た
数
量
を
、
実
損
害
額
を
勘
案
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
調
整
し
て
得
た
数
量
を
い

う
も
の
と
す
る
。
）
が
当
該
基
準
収
穫
量
の
百
分
の
四
十
（
前
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
農
作
物
に
あ
つ
て
は
、

百
分
の
三
十
）
を
超
え
た
場
合
に
、
同
号
の
単
位
当
た
り
共
済
金
額
に
、
そ
の
超
え
た
部
分
の
数
量
に
相
当
す
る
数
を
乗
じ

て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
共
済
金
と
し
て
当
該
組
合
員
等
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
八

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
畑
作
物
共
済
に
つ
い
て
の
第
八
十
四
条
第
一
項
第
六
号
、
第
百
二
十
条
の
十
八

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
二
十
条
の
十
、
第
百
三
十
七
条
第
五
号
及
び
第
百
四
十
一
条
の
七
第
一
項
第
四
号
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
四
条
第
一
項
第
六
号
中
「
に
よ
る
農
作
物
の
減
収
」
と
あ
る
の
は
「
に
よ
る
農
作
物
の

減
収
を
伴
う
生
産
金
額
の
減
少
」
と
、
「
及
び
糖
度
の
低
下
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
糖
度
の
低
下
を
伴
う
生
産
金
額
の
減
少

」
と
、
第
百
二
十
条
の
十
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
二
十
条
の
十
中
「
収
穫
物
若
し
く
は
蚕
繭
」
と
あ
る
の
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は
「
収
穫
物
」
と
、
「
収
穫
物
又
は
蚕
繭
の
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
収
穫
物
の
数
量
又
は
価
格
」
と
、
第
百
三
十
七
条
第
五

号
及
び
第
百
四
十
一
条
の
七
第
一
項
第
四
号
中
「
相
当
す
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
が
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
金
額
）
」
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
九
中
「
係
る
」
の
下
に
「
第
百
二
十
条
の
十
六
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
「
以
下
さ
と

う
き
び
収
穫
皆
無
耕
地
」
を
「
以
下
「
さ
と
う
き
び
収
穫
皆
無
耕
地
」
」
に
、
「
第
百
二
十
条
の
十
六
の
」
を
「
同
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
百
二
十
条
の
十
六
第

一
号
」
を
「
第
百
二
十
条
の
十
六
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
十
一
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
八
条
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
業
共
済
組
合
の
設
立
又
は
合
併
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
農
業
共
済
組
合
の
設
立
又
は
合
併
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
、
施
行
日
前
に
当
該
設
立
又
は
合
併
に
必
要
な
行
為
を
行
う
と
き
は
、
改
正
前
の
農
業
災
害
補
償
法
第
二

十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
条
、
第
四
十
三
条
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
後
の
農
業
災
害
補
償
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四

条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
四
十
三
条
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
こ
れ

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
款
の
変
更
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

農
業
共
済
組
合
及
び
農
業
共
済
組
合
連
合
会
は
、
施
行
日
ま
で
に
、
新
法
第
二
十
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
こ
の

法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
定
款
の
変
更
を
し
、
行
政
庁
（
農
業
共
済
組
合
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
、
農
業
共
済

組
合
連
合
会
に
つ
い
て
は
農
林
水
産
大
臣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
業
共
済
組
合
及
び
農
業
共
済
組
合
連
合
会
は
、
施
行
日
ま
で
に
、
総
会
の
議
決
を
経
て
、
新
法
第
三
十
条
の
規
定
の
例

に
よ
り
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
共
済
規
程
又
は
保
険
規
程
を
定
め
、
行
政
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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３

第
一
項
及
び
前
項
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
二
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

新
法
第
八
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
は
、
施
行
日
ま
で
に
、
新
法
第
八
十
五
条
の
三
の

二
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
共
済
事
業
の
実
施
に
関
す
る
条
例
の
変
更
を
し
、
都
道
府

県
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
二
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
定
款
、
共
済
規

程
若
し
く
は
保
険
規
程
」
と
あ
る
の
は
、
「
共
済
事
業
の
実
施
に
関
す
る
条
例
の
変
更
に
関
す
る
条
例
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

６

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
定
款
の
変
更
、
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
共
済
規
程
及
び
保
険
規
程
並
び
に
第
四
項
の
認
可
を

受
け
た
共
済
事
業
の
実
施
に
関
す
る
条
例
の
変
更
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
農
作
物
共
済
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

農
作
物
共
済
に
係
る
新
法
第
百
五
条
、
第
百
六
条
、
第
百
九
条
及
び
第
百
五
十
条
の
三
の
二
か
ら
第
百
五
十
条
の
五

ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
共
済
責
任
期
間
の
開
始
す
る
農
作
物
共
済
の
共
済
関
係
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
施
行

日
前
に
共
済
責
任
期
間
の
開
始
す
る
農
作
物
共
済
の
共
済
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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２

施
行
日
以
前
に
行
わ
れ
た
農
業
共
済
組
合
の
合
併
等
（
新
法
第
百
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
農
業
共
済
組
合
の

合
併
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
共
済
規

程
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
款
又
は
共
済
事
業
の
実
施
に
関
す
る
条
例
」
と
す
る
。

（
家
畜
共
済
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

家
畜
共
済
に
係
る
新
法
第
八
十
四
条
第
二
項
（
新
法
第
八
十
五
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

百
十
一
条
、
第
百
十
一
条
の
六
、
第
百
十
一
条
の
九
、
第
百
十
四
条
の
二
、
第
百
十
五
条
第
六
項
、
第
百
十
六
条
第
一
項
、

第
百
二
十
五
条
第
三
項
、
第
百
四
十
一
条
の
七
第
三
項
及
び
第
百
五
十
条
の
五
の
十
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
共

済
掛
金
期
間
の
開
始
す
る
家
畜
共
済
の
共
済
関
係
及
び
当
該
共
済
関
係
に
係
る
保
険
関
係
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
施
行

日
前
に
共
済
掛
金
期
間
の
開
始
す
る
家
畜
共
済
の
共
済
関
係
及
び
当
該
共
済
関
係
に
係
る
保
険
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
果
樹
共
済
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

収
穫
共
済
に
係
る
新
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
八
十
五
条
第
十
一
項
（
新
法
第
八
十
五
条
の
七
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
条
の
二
第
一
項
、
第
百
二
十
条
の
三
の
二
、
第
百
二
十
条
の
六
か
ら
第
百
二
十
条
の
九



- 41 -

ま
で
、
第
百
五
十
条
の
五
の
十
三
及
び
第
百
五
十
条
の
五
の
十
四
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
産
（
な
つ
み
か
ん
及
び
新
法
第

八
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
指
定
す
る
果
樹
の
う
ち
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
な
つ
み
か
ん
等
」
と

い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年
産
）
の
果
樹
に
係
る
収
穫
共
済
の
共
済
関
係
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
平
成
十
六

年
（
な
つ
み
か
ん
等
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
七
年
）
以
前
の
年
産
の
果
樹
に
係
る
収
穫
共
済
の
共
済
関
係
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
以
前
に
行
わ
れ
た
農
業
共
済
組
合
の
合
併
等
に
つ
い
て
の
新
法
第
百
二
十
条
の
七
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
六
項

た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
共
済
規
程
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
款
又
は
共
済
事
業
の
実

施
に
関
す
る
条
例
」
と
す
る
。

（
畑
作
物
共
済
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

畑
作
物
共
済
に
係
る
新
法
第
百
二
十
条
の
十
二
、
第
百
二
十
条
の
十
四
第
一
項
、
第
百
二
十
条
の
十
六
及
び
第
百
五

十
条
の
六
か
ら
第
百
五
十
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
産
（
ば
れ
い
し
ょ
及
び
さ
と
う
き
び
並
び
に
新
法
第
八
十

四
条
第
一
項
第
六
号
の
政
令
で
指
定
す
る
農
作
物
の
う
ち
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
ば
れ
い
し
ょ
等
」
と
い

う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
七
年
産
）
の
農
作
物
及
び
平
成
十
七
年
産
の
蚕
繭
に
係
る
畑
作
物
共
済
の
共
済
関
係
か
ら
適
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用
す
る
も
の
と
し
、
平
成
十
五
年
（
ば
れ
い
し
ょ
等
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年
）
以
前
の
年
産
の
農
作
物
及
び
平
成
十
六

年
以
前
の
年
産
の
蚕
繭
に
係
る
畑
作
物
共
済
の
共
済
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
八
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
十
九
年
法
律
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
、
同
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
補
助
金
」
を
削
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
の
項
中
「
及
び
第
十
一
項
」
、
「
こ
れ
ら
の
規
定

を
」
及
び
「
、
第
百
六
条
第
二
項
、
第
百
二
十
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
条
の
十
四
第
二
項
」
を
削
り
、
「

、
第
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
百
五
十
条
の
三
の
二
第
一
項
、
第
百
五
十
条
の
五
第
一
項
並
び
に
第
百
五
十
条
の
六
第

一
項
」
を
「
及
び
第
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。


